
様式第１号（第５条関係） 

                                     年  月  日 
秩父別町長 様       

                         住  所 
                         氏  名               印 
                         電話番号                         

秩父別町結婚新生活支援補助金交付申請書 
秩父別町結婚新生活支援補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 
【新規申請 ・ 継続申請】 

１ 婚姻日         年     月     日 

２ 事業内訳 

住居費 
（購入） 

契約締結年月日       年     月     日 

契約金額（Ａ）                  円  

住居費 
（賃貸） 

契約締結年月日       年     月     日 

家  賃（Ｂ） 月額                円 

住居手当（Ｃ） 月額                円 

実質家賃月額（Ｄ） 
（Ｂ）－（Ｃ） 

月額                円 

負担額（Ｅ） 
（Ｄ）×月数 

月額       円 ×     カ月 
    ＝             円 

敷金・礼金（Ｆ）  

引越し 

引越しを行った日       年     月     日 

引越費用（Ｇ）                  円  

引越手当（Ｈ）                  円  

実質引越費用（Ｉ） 
（Ｇ）－（Ｈ） 

                 円  

合計 
（Ａ＋Ｅ＋Ｆ+Ｉ） 円  

３ 助成期間 
※今回助成を申請する期間  

     年    月から 
     年    月まで       月分 

４ 公的制度による家賃補助 
 私（申請者）及び世帯全員は、他の公的制度による家賃補助を受
けていません。また、過去に他の自治体で本交付金を受給したこと
はありません。 

５ 添付書類 

共通 

□ 所得証明書（夫婦ともに必要）※ 
□ 貸与型奨学金の返還額がわかる書類※ 
□ 町税等の納入状況等確認同意書（様式第 3 号） 
□ 誓約書（様式第 4 号） 
□ 全部事項証明書※ 
□ その他（                    ） 

住居費（購入） □ 売買契約書の写し 

住居費（賃貸） □ 賃貸借契約書の写し※ 
□ 住宅手当支給証明書（様式第 2 号）給与所得者全員分 

引越し □ 引越費用に係る領収書 
□ 引越手当があればそれがわかる書類 

※・・・継続申請は省略可 



様式第３号（第５条関係） 

 

町税等の納入状況等確認同意書 

 

 

    年   月   日 

 

秩父別町長 様 

 

 

                   住 所   

申請者                      

氏 名               印 

（氏名欄は自署してください。） 

 

 

 秩父別町結婚新生活支援補助金交付申請に際し、申請者及び世帯員の町税等の納入状

況及び住民登録状況等を担当職員が確認することに同意します。 

 

 

 

 

 

 

※下記の欄には記載しないでください 

調査年月日     年    月    日 

町税等の納入状況 滞 納  （ あり ・ なし ） 

住民登録状況等 申請内容 （ 一致 ・ 不一致 ） 

備考欄  

 



様式第４号（第５条関係） 

 

誓  約  書 

 

   年  月  日 

秩父別町長 様 

 

                 住所 

                 氏名 

                 生年月日     年   月   日 

                 連絡先  ＴＥＬ 

 

 

 私は、次のことを誓約いたします。また、必要な場合には、このことについて関

係機関に照会することを承諾します。 

 

 

記 

 

１ 私及び私の同一世帯員は秩父別町結婚新生活支援補助金交付要綱並びに関係法令

を遵守するとともに、秩父別町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定に基づき補助金等

が取消された場合は、返還に応じることを誓約します。 

 

２ 私及び私の同一世帯員は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員）又は暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者ではありません。 

 

 


